
令和 5 年度目標設定シート

部目標

課

消防総務課

予防課

消防課

警防課

通信指令室

北部分署

井手分署

宇治田原分署

消防本部

各種災害から住民の生命、身体、財産を保護し住民と一体となって地域の消防防災力を強化していく。

消防団への加入を促進する。災害対応力の充実・強化を図るとともに、職員の意識改革を進める。

通信設備の保守点検に注力する。多言語三者通訳サービスやNet119サービスの導入、救急安心センターの開設を通じて救急車の適正な利用を図る。

市内（主に北部地域）において、複雑多様化する災害へ迅速に対応するため、消防施設や消防資機材の充実を図る。また、救急救命率の向上のため、市民への防火査
察や応急救護知識・技術の啓発を通年で実施する。

井手町内において、複雑多様化する災害へ迅速に対応するため、消防施設や消防資機材の充実を図る。また、救急救命率の向上のため、町民への防火査察や応急救護
知識・技術の啓発を通年で実施する。

宇治田原町内において、複雑多様化する災害に迅速に対応するため、消防施設や消防資機材の充実を図り、救急救命率の向上のため、町民への応急救護知識や技術の
普及、防火査察、広報活動を通じた啓発を通年で実施する。

目標

住宅火災からの死傷者の防止や延焼拡大防止策の普及に注力する。また、防火対象物・危険物施設等の火災予防を推進する。さらに、事業所における自衛消防隊の育
成を指導する。

防火対象物の安全対策を推進するとともに、火災予防運動を効果的に展開する。広報活動にも注力する。

精鋭な部隊の育成に努める。災害対応の充実・強化を図り、救急高度化と応急手当の普及啓発を推進する。



単位 目標値

消防体制基本計画 － 策定 消防体制基本計画の策定を目指す。

消防団員数充足率 ％ 93.9
R5までに、近隣市町村の消防団員充
足率93.9％を目指す。（R3:81%）

消防団加入促進活動
回数

回 19
過去の実績（R3：5回）からの増加
を目指す。

小型動力ポンプ付積
載車更新整備（現有
30台）

台 2
R3以降、年2台ずつの更新を目指
す。(R4は更新予定なし)

更新計画等に基づい
た機材の更新及び導
入

種 9
更新計画等に基づき、現有資機材の
更新及び新機材の導入を実施する。

高機能消防指令シス
テム・消防救急デジ
タル無線の安定稼働

％ 100.0
R4に、部分更新した消防指令システ
ムの安定稼働

京都府南部消防指令
センター共同運用に
向けた整備

％ 100.0
京都府南部消防指令センター共同運
用に向けた整備

京都府南部消防指令
センター共同運用に
向けた整備

％ 100.0
京都府南部消防指令センター共同運
用に向けた整備

広報紙等への掲載回
数

回 12
年12回（毎月）、火災予防の推進に
関する記事を広報紙に掲載する。

査察件数 件 350 査察実施計画に基づく計画対象物数

自衛消防隊訓練大会
の開催

ー 実施
自衛消防隊訓練大会の開催を目指
す。

予防課 防火防災啓発事業

火災予防を推進するため、通年各種広報媒体等を
活用して火災予防の啓発を図る。
また、住宅火災からの死傷者を無くすことを目的
とし住宅用火災警報器の設置及び維持管理の普及
活動を通年実施する。
事業所の防災力を高めるため、日常的な防火管理
と災害時における活動要領等の指導を推進する。

高機能消防指令システム・消防救急デジタル無線
の部分更新、指令台のＩＰ化

通信指令室

指標設定の考え方

保守点検については、年間を通じてシステムの維
持管理に努める。多言語三者同時通訳サービス運
用については、外国人からの緊急通報に対応す
る。Net119運用については、聴覚、言語に障が
いを持つ方からの緊急通報に対応する。救急安心
センター事業については、救急車の要請や病気等
でどうしたら良いのか迷われている方に対し、医
師や看護師へ電話で相談できることにより、救急
車の適正利用を図る。

消防指令システム部
分更新事業

火災予防を推進するため、各種広報媒体などを活
用した広報を実施。住宅火災における焼死者など
を無くすことを目的として、火災を早期発見でき
る住宅用火災警報器の設置促進。事業所の防災力
を向上

消防総務課
消防団育成・強化事
業

警防課 消防資機材充実事業

職員の条例定数増に伴い平準化を図りながらを人
員配置を検討する。

近隣市町村の消防団員充足率93．9％を目指す。

複雑多様化する災害に迅速に対応するため、消防
施設や消防資機材の充実を図り、常備消防力を強
化

消防団員の加入促進、消防に必要な知識技術の習
得、小型動力ポンプ付積載車の更新整備など、消
防団組織の充実と育成、強化を推進

消防力の充実・強化及び隊員の安全を担保するこ
とを目的とし、更新計画等に基づき年内に完了で
きるよう優先度を考慮し事業を進める。

課名 事業名 今年度の目標

消防総務課 消防体制検討事業

事業概要

まちづくりの状況や人口状況及び変化する災害状
況などを考慮した消防体制の検討

指標



単位 目標値
指標設定の考え方課名 事業名 今年度の目標事業概要 指標

査察件数 件 270
年間計画に基づき、年270件の防火
対象物等に対する査察を目指す。

消防車両による火災
予防広報回数

回 55
過去の傾向（約55回）と同程度の実
施を目指す。

訓練等実施回数 回 280
過去の傾向（約280回）と同程度の
実施を目指す。

各種講習等受講者数 人 20
年間1名の救急救命士の養成と計画的
に資格取得、研修等を実施

普通救命講習受講者
数

人 910
コロナ禍前の増加傾向より、H30年
受講者数（904人）からの増加を目
指す。

上級救命講習受講者
数

人 40 定員10名×4回開催。

消防資機材の整備 － 整備 消防資機材の整備を行う。

査察件数 件 139 対象物棟数にて設定

救急等講習会開催回
数

回 21
定例11回＋10回の開催回数を目指
す。

消防資機材の整備 － 整備 消防資機材の整備を行う。

査察件数 件 142 対象物棟数にて設定

救急等講習会開催回
数

回 16
定例12回＋4回の開催回数を目指
す。

消防資機材の整備 － 整備 消防資機材の整備を行う。

査察件数 件 264
Ｒ3からは1種及び特定2種対象物の
棟数で設定。

救急等講習会開催回
数

回 20 定例12回＋8回の開催回数を設定。

北部分署
北部分署における
消防運営事業

市内（主に北部地域）において、複雑多様化する
災害へ迅速に対応するため、消防施設や消防資機
材の充実を図る。また、救急救命率の向上のため
市民への応急救護知識や技術の普及、防火査察、
広報活動を通じた啓発を通年で実施する。

消防課 防火意識啓発事業
防火査察・広報活動など防火啓発による、市民・
事業所の防火意識の高揚を推進

防火査察については、年間実施計画に基づき実施
する。
予防広報については、予防運動期間等や必要に応
じ随時実施する。
市民・事業所等に対する防火指導・訓練につい
て、それぞれ実施について働きかけを行うなどし
て防火啓発の高揚を目指す。

宇治田原町内において、複雑多様化する災害に迅
速に対応するため、消防施設や消防資器材の充実
を図り救急救命率の向上のため、町民への応急救
護知識や技術の普及、防火査察、広報活動を通じ
た啓発を通年で実施する。

警防課
応急手当普及啓発事
業

警防課
消防職員技能向上事
業

救急救助活動体制の充実強化に向け、救急救命士
の養成をはじめ、各種資格取得や技能講習などの
受講、各種訓練を実施し、消防職員の知識・技能
を向上

市民や事業所などに対して、心肺蘇生法や自動体
外式除細動器（ＡＥＤ）の取扱いなど、普通救命
講習、上級救命講習などを実施し、救命処置の普
及を推進

隊員のさらなる知識・技術の向上及び救急救助体
制の強化を目的とし、年間を通じて計画的に実施
する。

AEDの取り扱いを含む上級・普通救命講習会や小
学生を対象とした救命入門コース等を積極的に開
催し、救命処置の普及に努める。

宇治田原町内において、複雑多様化する災害に迅
速に対応するため、消防施設や消防資機材の充実
を図る。
　また、救急救命率の向上のため、町民への応急
救護知識や技術の普及、防火査察、広報活動を通
じた啓発を図る。

井手町内において、複雑多様化する災害に迅速に
対応するため、消防施設や消防資機材の充実を図
る。
また、救急救命率の向上のため、住民への応急救
護知識や技術の普及、防火査察、広報活動を通じ
た啓発を図る。

市内（主に北部地域）において、複雑多様化する
災害に迅速に対応するため消防施設や消防資機材
の充実を図る。また、救急救命率の向上のため、
市民への応急救護知識や技術の普及、防火査察、
広報活動を通じた啓発を図る。

井手分署
井手分署における消
防運営事業

宇治田原分署
宇治田原分署におけ
る消防運営事業

井手町内において、複雑多様化する災害に迅速に
対応するため、消防施設や消防資機材の充実を図
る。また、救急救命率の向上のため、住民への応
急救護知識や技術の普及、防火査察、広報活動を
通じた啓発を通年で実施する。


